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管理部 教育総務課 

 

１．概要 

公用車運転中において起こった損害賠償事件について、地方自治法第 180条第

１項の規定により専決処分をしたものです。 

 

２．賠償の額 

179,846円 

 

３．賠償の相手方 

枚方市在住者 

 

４．賠償事件の内容 

平成 28年 10月 21日（金）午後６時 10分ごろ、教育総務課職員森崎智之が公

用車（軽乗用車・大阪 50ま 5747）を運転し、市道甲斐田三栗線を南から北へ走

行中、上野３丁目１番１号地先において、前方で信号待ちのため停車していた枚

方市在住者所有の軽乗用車に追突し、同車を損傷させた事故です。 

 

５．現場見取図 
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